
丸亀市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）（概要版）

１ 計画のポイント

＜計画の趣旨・根拠＞
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が発

    生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小とな

    るよう、平時の準備や感染症発生時の対策の内容（選択肢）を示すものとして、政府・都道府県・
    市町村が作成。市は、県行動計画に基づき市行動計画を作成（特措法第８条第１項）。

なお、有事には、別途、政府により基本的対処方針が作成され（特措法第18条第１項）、市はこ

れに基づき対策を実施する（特措法第３条第４項）。

＜計画の目的＞
① 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること
② 市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにすること

＜計画の対象となる感染症＞      

（※１）新型インフルエンザ等のうち、まん延防止等重点措置及び緊急事
態措置を講ずることができるのは、肺炎等の発生頻度が、季節性
インフルエンザに比して相当程度高いと認められる場合に限られ
る。（特措法第31条の６第１項、特措法施行令第５条の３第１項）

（※２）新型コロナウイルス感染症（COVIDー19）は、５類感染症であり
（感染症法施行規則第１条第15号）、左記の新型コロナウイルス
感染症には含まれない。

（※３）感染症法第６条第８項の指定感染症のうち、当該疾病にかかった
場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延の
おそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

（※４）感染症法第６条第９項の新感染症のうち、全国的かつ急速なまん延
のおそれがあるものをいう。
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準備期 初動期 対応期

封じ込め
を念頭に
対応する
時期

病原体の性
状について
限られた知
見しか得ら
れていない。

病原体の
性状等に
応じて対
応する時
期

知見の集積
により病原
体の性状が
明らかにな
る。

ワクチンや
治療薬等に
より対応力
が高まる時
期

ワクチンや治
療薬の普及等
により新型イ
ンフルエンザ
等への対応力
が高まる。

特措法によら
ない基本的な
感染症対策に
移行する時期

ワクチン等によ
り免疫の獲得
が進む。病原体
の変異により病
原性や感染性
等が低下。新型
インフルエンザ
等への対応力
が一定水準を
上回る。

＜時期の区分＞

感染症危機の
探知～
特措法による
政府対策本部
・県対策本部
の設置⇒必要
に応じて市対
策本部設置

発生前
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＜対策項目ごとの対応＞



２ 対策推進のための役割分担

県
・特措法・感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担う。
・医療提供体制の確保やまん延防止に関し、的確に判断・対応する。
・平時において関係機関と協定を締結し、対応能力について計画的に準備する。

市町
・住民に最も近い行政単位としてワクチン接種や患者等の生活支援等を実施する。
・保健所設置市である高松市は、感染症法においては、まん延防止に関し、県
に準じた役割を果たすことが求められている。

医療機関

・平時には県と医療措置協定を締結。院内感染対策の研修・訓練や感染症対策
物資等の確保を推進する。
・有事には医療措置協定に基づき、病床確保や発熱外来、自宅療養者への医療
の提供等を行う。

指定（地方）
公共機関

・特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施する。

登録事業者
・特定接種の対象であり、新型インフルエンザ等発生時にはその業務を継続的
に実施するよう努める。

一般の事業者

・新型インフルエンザ等の発生に備え職場における感染対策を行う。特に多数
の者が集まる事業者は平時からマスク等の衛生用品等の備蓄を行うように努
める等、対策を行う必要がある。
・新型インフルエンザ等の発生時には、一部の事業を縮小することが必要な場
合も想定される。

市民

・新型インフルエンザ等の発生前から、発生時にとるべき行動等の知識を得る
とともに、平素からの健康管理、個人レベルでの感染対策を実践するよう努
める。
・新型インフルエンザ等の発生時には、発生状況や予防接種等の情報を得て、
個人レベルでの対策を実施するよう努める。
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